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一般質問

問	

安
倍
首
相
に
よ
る
憲
法
違

反
の
改
悪
を
や
め
さ
せ
、
戦
争

の
放
棄
と
平
和
主
義
、
国
民
主

権
と
基
本
的
人
権
の
保
障
を
高

く
掲
げ
、
今
日
の
時
代
に
最
も

ふ
さ
わ
し
い
憲
法
と
し
て
国
際

的
な
評
価
を
受
け
て
い
る
憲
法

を
守
る
た
め
に
特
別
の
尽
力
を
。

答	

市
長　
戦
後
72
年
、
憲

法
９
条
、
不
戦
の
誓
い
が
あ
る

か
ら
こ
そ
、
日
本
は
戦
争
を
せ

ず
に
来
ら
れ
た
。

　

平
和
憲
法
は
、
こ
れ
か
ら
も

若
い
世
代
に
し
っ
か
り
と
引
き

継
い
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

問	

憲
法
無
視
の
異
常
な
政
治

劣
化
か
ら
市
民
と
国
民
を
守
る

こ
と
は
首
長
、
議
員
、
公
務
員

の
責
務
。

　

被
爆
者
と
協
力
し
て
国
連
の

核
兵
器
禁
止
条
約
運
動
を
動
か

し
て
い
る
平
和
首
長
会
議
の
経

験
を
生
か
し
、
憲
法
を
守
る
大

運
動
を
。

答	

市
長　
憲
法
９
条
１
項
、

２
項
を
堅
持
し
た
上
で
、
世
界

情
勢
を
考
え
、
自
衛
隊
の
存
在

を
明
記
す
る
加
憲
案
は
、
２
項

の
戦
力
の
不
保
持
と
の
整
合
性

が
取
れ
る
の
か
心
配
だ
。

　

憲
法
９
条
を
守
り
、
平
和
の

精
神
を
発
揮
し
行
動
す
べ
き
と

強
く
願
う
。

問	

75
歳
以
上
の
高
齢
者
は
認

知
症
な
ど
精
神
の
病
気
で
の
通

院
治
療
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る

と
、
全
て
の
病
気
に
無
料
制
度

が
使
え
る
よ
う
に
な
る
。

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
後

期
高
齢
者
福
祉
医
療
費
支
援
事

業
、
精
神
障
が
い
者
医
療
費
支

援
事
業
か
ら
も
そ
の
項
目
が
欠

落
し
て
い
る
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
改
善
と
医
療
・
介
護
の
市
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
・
医
師
会
・

介
護
事
業
者
へ
の
協
力
要
請
を

求
め
る
。

　

早
期
発
見
、
早
期
治
療
で
市

民
と
行
政
の
負
担
軽
減
を
。

答	

民
生
部
長　
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
の
後
期
高
齢
者
福
祉
医
療

費
支
給
制
度
に
お
い
て
精
神
通

院
の
項
目
を
追
加
し
、
６
月
１

日
に
更
新
し
た
。

　

高
齢
者
福
祉
に
お
い
て
認
知

症
に
関
連
す
る
項
目
、
認
知
症

ケ
ア
パ
ス
の
項
目
は
、
内
容
の

早
期
充
実
を
図
る
。

　

制
度
に
つ
い
て
は
介
護
保
険

サ
ー
ビ
ス
調
整
会
議
で
周
知
を

図
る
。

問 世界の宝、平和憲法守れ
答 平和の精神を発揮し行動すべき

問
答

高齢者・障がい者
に安心を

サービス調整会議
で周知

▲認知症ケアパスは市ホームページからダウンロード可能
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【写真】オレンジリング…認知症サポーターの証になるものです。

６
月
議
会
の
あ
ら
ま
し

委
員
会
レ
ポ
ー
ト

議
案
等
の
賛
否
状
況
一
覧

特
集
（
金
魚
の
学
校
）

お
し
ら
せ

一
般
質
問


